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水素ステーションとカーシェア等のパッケージ支援事業における水素供給設備の 

設置、車両購入、事業開始費用に係る助成金交付要綱 

 

（制定）令和６年７月17日付６都環公地温第2242号 

 

（目的）  

第１条 この要綱は、水素ステーションとカーシェア等のパッケージ支援事業実施要綱（令和６年

３月29日付５産労産新第467号。以下「実施要綱」という。）第８条第３項の規定に基づき、公益

財団法人東京都環境公社（以下「公社」という。）が東京都（以下「都」という。）の補助を受

け事務を執行する水素ステーションとカーシェア等のパッケージ支援事業（以下「本事業」とい

う。）のうち、実施要綱第６条第一号、第三号及び第四号に係る助成金交付に関し必要な手続等

を定め、業務の適正かつ確実な執行を図ることを目的とする。  

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、実施要綱に定めるとおりとする。 

 

（助成対象者）  

第３条 本助成金の交付対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、実施要綱第４条に規定

するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは助成対象者としない。 

一 暴力団（東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

二 暴力団員等（暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関

係者をいう。以下同じ。） 

三 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に

該当する者があるもの 

 

（助成対象設備等）  

第４条 本助成金の助成対象設備等は、実施要綱第５条及び別表１に定める要件を満たし、かつ

国又は都等の他の同種の助成金の交付を重複して受けているものを除く。ただし、実施要綱第

６条第三号に係る費用の申請においては、国の補助金の併給を可能とする。 

 

（助成対象経費）  

第５条 本助成金の交付対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、実施要綱第６条に

規定する経費として別表２に掲げる経費であって、公社が必要かつ適切と認めたものとする。 

２ 第１項の規定にかかわらず、次の経費は助成対象経費としない。 
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一 第８条第１項の規定により公社が交付を決定した日の前に締結した契約に係る経費 

二 金融機関に対する振込手数料。ただし、振込手数料を助成対象経費に係る契約の相手方が

負担し、当該手数料が契約額に含まれている場合は、助成対象経費として計上することがで

きる。 

３ 本事業に係る助成対象経費に自社製品の調達又は関係会社からの調達分（工事等を含む。）が

ある場合にあっては、利益等を排除した経費を助成対象経費とするものとする。ただし、当該調

達分が、一般の競争の結果最低価格であった場合においてはこの限りではない。 

 

（本助成金の額） 

第６条 本助成金の交付額は、実施要綱第７条に定める額とする。この場合において、本助成金

の交付額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（本助成金の交付申請） 

第７条 本助成金の交付を受けようとする助成対象者は、公社が別に定める期間（天災地変等申請

者の責に帰することができない理由として公社が認めるものがある場合にあっては、公社が認め

る期間）に、助成金交付申請書（第１号様式）、誓約書（第２号様式）及び別表３に掲げる書類

を公社に提出するものとする。なお、複数事業者が協業して事業を実施する場合、実施要綱第４

条に定める代表となる者が提出するものとし、本助成金の交付に係る事務等を執り扱うものとす

る。 

２ 前項の規定による申請は、先着順に受け付けるものとし、受け付けた申請に係る本助成金の交

付申請額の合計が公社の予算の範囲を超えた日（以下「予算超過日」という。）をもって、申請

の受付を終了する。 

３ 前項の規定にかかわらず、予算超過日に複数の申請があった場合は、当該複数の申請について

抽選を行い、受け付けた申請に係る全ての本助成金の交付申請額の合計が公社の基金を超えない

範囲で受理する申請を決定する。 

 

（本助成金の交付決定）  

第８条 公社は、前条第１項の規定により本助成金の交付の申請を受けた場合は、当該申請の内容

についての書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、公社の基金の範囲内で本助成金の

交付又は不交付の決定を行う。 

２ 公社は、前項の決定を行うに当たっては、あらかじめ都の承認を受けるものとする。 

３ 公社は、助成対象者に対する第１項の決定において、本助成金を交付する場合にあっては助成

金交付決定通知書（第３号様式）により、不交付とする場合にあっては助成金不交付決定通知書

（第４号様式）により通知するものとする。 

 

（交付の条件）  
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第９条 公社は、前条第１項の規定による本助成金の交付決定に当たっては、本事業の目的を達成

するため、次に掲げる条件を付すものとする。 

一 この要綱並びに本助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者

の注意をもって本助成事業（助成対象経費に関し、前条第３項の規定により本助成金の交付決

定の通知を受けた事業をいう。以下同じ。）により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）を管理するとともに、本助成金の交付の目的に従って、その効率的な運用

を図ること。 

二 公社が本助成事業の適正な執行に必要な範囲において報告を求め、又は現地調査等を行おう

とするときは遅滞なくこれに応ずること。 

 

（契約等） 

第10条 本助成事業の実施に当たり、売買、請負その他の契約を行う場合は、競争入札に付さなけ

ればならない。ただし、実施要綱第６条第三号に係る費用の契約を行う場合又は本助成事業の

運営上、競争入札に付すことが著しく困難若しくは不適当である場合はこの限りではない。 

２ 前項の規定に基づき一般競争又は指名競争を実施した場合は、第11条第２項に規定する事業

開始に伴う届出時に入札等の報告書（第５号様式）を提出するものとする。なお、随意契約の場

合は、入札等の報告書（第５号様式）及び随意契約による選定理由書（第６号様式）を提出する

ものとする。 

 

（事業開始に伴う届出） 

第11条 被交付者は、第８条第３項の交付決定通知書を受領した日から速やかに、本助成事業の実

施に必要な契約を締結し、本助成事業に着手しなければならない。 

２ 被交付者は、本助成事業に着手した日から14日以内に、入札等の報告書（第５号様式）、助成

事業開始届（第７号様式）及び別表４に掲げる書類を公社に提出しなければならない。 

 

（申請の撤回）  

第12条 被交付者は、第８条第１項の規定による本助成金の交付決定の内容又はこれに付された条

件に異議があるときは、同条第３項の規定による本助成金の交付決定の通知を受領した日から14

日以内に助成金交付申請撤回届出書（第８号様式）を公社に提出し、申請の撤回をすることがで

きる。  

２ 公社は、前項の届出書の提出があったときは、その内容を、都に報告するものとする。  

 

（助成事業の計画変更に伴う申請等） 

第13条 被交付者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に公社に連絡の上、あらかじめ

事業実施計画変更申請書（第９号様式）を提出しなければならない。ただし、事業の目的・効果

に影響を与えない事業計画の細部の変更と公社が判断するものについては、この限りではない。 
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一 助成事業の内容を変更しようとするとき。 

二 助成対象経費の内訳を変更しようとするとき。 

 三 その他公社が本事業の適切な遂行を確保するために必要があると認めるとき。 

２ 公社は、第１項の申請を受け、その内容が妥当であると認めたときは、変更を承認するもの

とする。ただし、助成金交付決定通知書に記載のある助成金の交付上限額の増額は承認しない

ものとする。 

３ 公社は、前項の承認に当たっては、あらかじめ都の承認を受けるものとする。 

４ 公社は、第２項の承認をしたときは、その旨を事業実施計画変更申請承認通知書（第10号様式）

により当該被交付者に対し通知するものとする。なお、第８条第１項の規定による本助成金の交

付決定金額よりも減額された場合は、その額をもって交付決定額とする。 

５ 公社は、第２項の承認に当たり、必要に応じ条件を付することができるものとする。 

 

（事業者情報の変更に伴う届出） 

第14条 被交付者は、住所、名称、代表者を変更した場合は、速やかに事業者情報の変更届出書（第

11号様式）を公社に提出しなければならない。 

 

（債権譲渡の禁止）  

第15条 被交付者は、第８条第１項の規定による本助成金の交付決定によって生じる権利の全部又

は一部を、第三者に対して譲渡をし、又は承継をさせてはならない。ただし、公社の承認を事前

に得た場合にあってはこの限りではない。 

２ 公社は、前項ただし書の承認に当たっては、あらかじめ都の承認を受けるものとする。  

 

（工事遅延等の報告） 

第16条 被交付者は、第７条第１項の規定により提出した助成金交付申請書（第１号様式）又は第

13条第４項の規定により公社から通知された事業実施計画変更申請承認通知書（第10号様式）の

内容に従って工事等を進捗させなければならない。 

２ 被交付者は、やむを得ない理由により事業を予定の期間内に完了することができないと見込ま

れるときは、速やかに事業遅延等報告書（第12号様式）を公社に提出しなければならない。 

３ 公社は、前項の報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該被交付者に対し、助言

その他必要かつ適切な措置を講ずるものとする。 

 

（助成事業の廃止） 

第17条 被交付者は、やむを得ない理由により本助成事業を廃止しようとするときは、速やかに

助成事業廃止申請書（第13号様式）を提出しなければならない。  

２ 公社は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、妥当であると認めたとき

は、当該申請に係る本助成事業の廃止を承認するものとする。  
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３ 公社は、前項の規定による承認に当たっては、あらかじめ都の承認を受けるものとする。  

４ 公社は、第２項の規定による承認をしたときは、その旨を当該被交付者に通知するものとす

る。 

５ 公社は、第２項の規定による承認に当たり、必要に応じ条件を付することができるものとする。 

 

（交付決定の取消し）  

第18条 公社は、被交付者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第８条第１項の規定による本

助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。 

一 虚偽申請等不正事由が発覚したとき。  

二 交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき。 

三 本事業に係る公社の指示に従わなかったとき。  

四 交付決定を受けたもの（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従

業者若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至ったとき。 

五 その他都本助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基

づく処分若しくは指示に違反したとき。 

２ 公社は、前項の規定による取消しを行うに当たっては、あらかじめ都の承認を受けるものとす

る。 

３ 公社は、第１項の規定による取消しを行った場合は、速やかに当該被交付者に通知するものと

する。  

４ 公社が本事業を終了しているときは、第１項の取消しは都が行うものとする。この場合におい

ては、「公社」を「都」と読み替えて第１項及び前項の規定を適用する。 

 

（実績の報告） 

第19条 被交付者は、助成事業が完了した日（工事完了日又は本要綱に基づく申請に係る全ての経

費支払完了日のいずれか遅い日）から60日以内又は令和９年12月28日のいずれか早い方を期限と

して実績報告書（第14号様式）及び別表５に掲げる書類を公社に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、被交付者が第16条の事業遅延等報告書（第12号様式）を提出した場

合にあっては、公社が別に指示する日までに提出するものとする。 

 

（助成金額の確定） 

第20条 公社は、前条第１項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書の内容に

ついての書類審査及び必要に応じて現地調査等を実施し、その内容が第８条第１項の規定による

交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合すると認めたときは、助成金額を確定し、被交付

者に対して助成金額の確定通知書（第15号様式）により通知するものとする。 

 

（助成金の請求及び交付） 
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第21条 被交付者は、前条の助成金額の確定通知書（第15号様式）を受領後、公社に助成金請求書

（第16号様式）を提出しなければならない。 

２ 公社は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を確認し、妥当であると認めたものに

ついて、本助成金の交付を行うものとする。 

 

（稼働状況等の報告） 

第22条 被交付者は、第20条の助成金額の確定通知書（第15号様式）を受けた日の属する月の翌月

から起算して当該日の属する公社の会計年度の末日までの稼働状況等について、設備使用状況報

告書（第17号様式）により公社に対し報告を行うこと。 

２ 被交付者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳・取得財産等明細表（第18号様式）に

より管理すること。 

また、当該取得財産等管理台帳・取得財産等明細表（第18号様式）を前項の規定により提出す

る設備使用状況報告書（第17号様式）に添付して公社に提出すること。 

 

（本助成金の返還）  

第23条 公社は、被交付者に対し、第18条第１項の規定による取消しを行った場合において、既に

交付を行った本助成金があるときは、当該被交付者に対し、期限を付して当該助成金の全部又は

一部の返還を請求するものとする。  

２ 被交付者は、前項の規定により本助成金の返還の請求を受けたときは、公社が指示する期限ま

でに、当該助成金を公社に返還しなければならない。  

３ 被交付者は、前項の規定により本助成金を返還したときは、公社に対し、助成金返還報告書（第

19号様式）を提出しなければならない。  

４ 公社が本事業を終了し、第18条第４項において読み替えて適用する同条第１項により都が取消

しを行ったときは第１項の返還の請求は都が行うものとする。この場合においては、前３項の規

定は、都が行う取消しについて、「公社」を「都」と読み替えて適用する。 

 

（違約加算金）  

第24条 公社は、第18条第１項の規定による取消しを行った場合において、被交付者に対し前条第

１項の規定により返還請求を行ったときは、当該被交付者に対し、本助成金の受領の日から納付

の日までの日数（公社の事務処理に係る期間として公社が認める日数を除く。）に応じ、返還す

べき額につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約加算金を請求するものとする。  

２ 被交付者は、前項の規定による違約加算金の請求を受けたときは、これを公社に納付しなけれ

ばならない。 

３ 被交付者は、前項の規定により違約加算金を納付したときは、公社に対し、助成金返還報告書

（第19号様式）を提出しなければならない。  

４ 前３項の規定は、第18条第４項において読み替えて適用する同条第１項により都が取消を行っ
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た場合について「公社」を「都」と読み替えて適用する。 

 

（延滞金）  

第25条 公社は、被交付者に対し、第23条第１項の規定により本助成金の返還を請求した場合であ

って、当該被交付者が、公社が指定する期限までに当該返還を請求した金額（違約加算金がある

場合には当該違約加算金を含む。）を納付しなかったときは、当該被交付者に対し、納付期限の

翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付の額につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算

した延滞金を請求するものとする。  

２ 被交付者は、前項の規定による延滞金の請求を受けたときは、これを公社に納付しなければな

らない。  

３ 被交付者は、前項の規定により延滞金を納付したときは、公社に対し、助成金返還報告書（第

19号様式）を提出しなければならない。  

４ 前３項の規定は、第23条第４項の規定により都が返還の請求を行った場合においては、「公社」

を「都」と読み替えて適用する。 

 

（他の助成金等の一時停止等） 

第26条 公社は、被交付者に対し、本助成金の返還を請求し、当該被交付者が当該助成金、違約加

算金又は遅延金の全部又は一部を納付しない場合において、同種の事務又は事業について交付す

べき助成金その他の給付金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該

給付金と未納付額とを相殺するものとする。 

２ 公社が本事業を終了している場合にあっては、都が前項の一時停止又は相殺を行うものとする。 

 

（処分の制限）  

第27条 被交付者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が１件当たり50万円以上のも

のの処分（都単独助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又

は担保に供することをいう。以下同じ。）をしようとするときは、あらかじめ公社の承認を得な

ければならない。ただし、別表６の左欄に掲げる取得財産等ごとに当該右欄に掲げる処分制限期

間を経過した場合は、この限りでない。 

２ 被交付者は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、財産処分承認申請書（第20号

様式）を公社に提出しなければならない。 

３ 公社は、第１項の承認をしようとするときは、被交付者に対し、助成金等交付財産の財産処分

承認基準（平成26年４月１日付26都環公総地第６号）第３ ２に定める方法により算出した額（以

下「算出金」という。）を請求するものとする。 

４ 被交付者は、前項の規定により算出金の請求を受けたときは、これを公社に納付しなければな

らない。 

５ 公社は、前項の規定により、被交付者から算出金が納付され、処分を承認したときは、速やか
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に財産処分承認書（第21号様式）により、当該被交付者に通知するものとする。 

６ 公社が本事業を終了した後に被交付者が取得財産等の処分をしようとするときは、前５項の規

定は、公社の本事業終了後に取得財産等の処分をしようとする被交付者について、「公社」を「都」

と読み替えて準用する。 

 

（助成事業の経理）  

第28条 被交付者は、本助成事業の経理について、その収支を明確にした証拠の書類を整備しなけ

ればならない。  

２ 被交付者は、前項の書類について、第20条の規定により公社が本助成金の額の確定をした日の

属する公社の会計年度の終了の日から前条第１項に定める処分制限期間を超過するまでの間保

存しておかなければならない。 

  

（調査等）  

第29条 公社は、本事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、被交付者に対し、

本事業に関し報告を求め、被交付者の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査し、又

は関係者に質問することができる。  

２ 被交付者は、前項の規定による報告の徴収、事業所等への立入り及び物件の調査に応じなけれ

ばならず、並びに同項の規定による関係者への質問を妨げてはならない。 

３ 公社が本事業を終了している場合にあっては、第１項及び前項の規定は、都が行う報告の徴収、

物件の調査及び関係者への質問について、「公社」を「都」と読み替え適用する。 

 

（個人情報等の取扱い）  

第30条 公社は、本事業の実施に関して知り得た申請者（申請予定者を含む。以下本条において同

じ。）に係る個人情報及び企業活動上の情報（以下「個人情報等」という。）については、本事

業の目的を達成するために必要な範囲において、都に提供することができる。  

２ 前項及び法令に定められた場合を除き、公社は、本事業の実施に関して知り得た申請者の個人

情報等について、本人の承諾なしに、第三者に提供しないものとする。  

 

（その他必要な事項）  

第31条 この要綱に定めるもののほか、本事業の円滑かつ適正な運営を行うため必要な事項は、公

社が別に定める。  

 

附 則（令和６年７月17日付６都環公地温第2242号）  

この要綱は、令和６年７月17日から施行する。 
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別表１（第４条関係） 

助成対象設備等の要件 

助成対象設備等 要件 

実施要綱第６条第一号に

係る設備 

 

 

次の１及び２の要件を満たすこと。 

１ 新たに水素供給設備の設置を行うこと。 

２ 充填圧力が 35MPaで適正な方法により約２kgの水素を 10分以

内に充填可能な設備であること。   

実施要綱第６条第三号に

係る車両 

次の１から４までの要件を満たすこと。 

１ カーシェア事業等で使用するものであること。 

２ 交付決定の日から助成事業が完了した日までの間に初度登録又

は初度検査された自動車（中古の輸入車を除く。）であること。 

３ 交付決定の日に、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交

付規程に基づき一般社団法人次世代自動車振興センターが実施す

る補助事業において、補助金の交付対象となる銘柄の車両である

こと。 

４ 自動車検査証における使用の本拠の位置が原則、カーシェア事業

等の事業所の住所にあること（ただし、カーリース事業を併せて

実施する場合は、原則、本事業で整備した水素ステーションが最

寄りの供給場所となる都内の住所にあること（別表第６に掲げる

処分制限期間内に、それ以外の住所に変更することは認めな

い。）。また、カーリース事業以外の事業を併せて実施する場合

において、助成事業が完了するまでの間、都内の別の住所にある

ことも認めるが、助成事業完了後、別表第６に掲げる処分制限期

間内に別の住所に変更することは認めない。）。 

実施要綱６条第四号に係

る施設 

次の１から３までの要件を全て満たすこと。 

１ 新たに設置される水素供給設備に併設される、カーシェア事業

等（ただし、カーリース事業を除く。）の実施に必要な駐車場の

整備費用及び管理事務所の建築費用であること。 

２ 管理事務所の建築費用は、延床面積１㎡当たり 30万円を上限と

する。 

３ 管理事務所は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（平成 27年法律第 53号）に規定する建築物エネルギー消費性能

基準に適合したものとする。 
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別表２（第５条関係） 

助成対象経費 

助成対象設備等 助成対象経費 

実施要綱第６条第一号に

係る設備 

 

１ 水素供給設備機器費（水素供給設備一式）  

事業の実施に必要なものとして次に掲げる設備及び機器に要す

る経費  

(1) 受電設備  

(2) 原料ガス設備  

(3) 水素製造装置  

(4) 液化水素貯槽・気化器  

(5) 水素燃料輸送用設備・接続装置  

(6) 圧縮機  

(7) 蓄圧器  

(8) ディスペンサー  

(9) プレクーラー  

(10) 冷却水装置  

(11) 計装空気設備・窒素設備  

(12) 散水設備・貯水槽  

(13) 制御装置・監視装置・検知警報設備  

(14) その他燃料電池自動車等に燃料として水素を供給するために

必要な設備 

 

２ 設計費  

事業の実施に必要な設計に係る経費として次に掲げるもの  

(1) 設計費（土質調査及び測量に係る経費を含む。）  

(2) 官公庁への申請に係る経費  

 

３ 工事費  

事業の実施に必要な工事に要する経費として次に掲げるもの 

(1) 基礎工事費 

(2) 現地配管工事費  

(3) 据付工事費  

(4) 試運転調整費  

(5) 舗装工事費  

(6) 給排水設備工事費  

(7) 照明設備工事費  
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(8) 電気工事費  

  (9) 建築工事費 

 

４ 工事負担金 

事業の実施に必要な工事負担に要する経費として次に掲げるも

の  

(1) 本支管工事負担金（敷地外における中圧ガス本支管工事に関す

る工事負担金をいい、助成対象者がガス事業者の場合を除く。）  

(2) 給水配管・排水配管工事負担金  

(3) 電気の供給設備に関する工事費負担金 

 

５ 諸経費・管理費  

事業の実施に必要な経費として次に掲げるもの 

(1) 共通仮設費  

(2) 現場管理費  

(3) 一般管理費  

(4) 諸経費 

実施要綱第６条第三号に

係る車両 

燃料電池自動車の車両本体の購入に係る費用（法定費用・諸経費を

除く。） 

実施要綱第６条第四号に

係る施設 

１ 施設工事費  

事業の実施に必要な駐車場及び建築物の工事に要する経費とし

て次に掲げるもの 

(1) 基礎工事費  

(2) 現地配管工事費  

(3) 舗装工事費  

(4) 給排水設備工事費  

(5) 照明設備工事費  

(6) 電気工事費  

(7) 建築工事費 

 

２ 工事負担金 

事業の実施に必要な工事負担に要する経費として次に掲げるも

の  

(1) 本支管工事負担金（敷地外における中圧ガス本支管工事に関す

る工事負担金をいい、助成対象者がガス事業者の場合を除く。）  

(2) 給水配管・排水配管工事負担金  
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(3) 電気の供給設備に関する工事費負担金 

 

３ 諸経費・管理費  

事業の実施に必要な経費として次に掲げるもの 

(1) 共通仮設費  

(2) 現場管理費  

(3) 一般管理費  

(4) 諸経費 

 

別表３（第７条関係） 

交付申請に必要な添付書類 

書類名 備考 

申請者の証明書類 

※水素ステーション運営事業

者とカーシェア事業等運営事

業者が異なる場合は、各事業者

の証明書を提出すること。 

登記簿謄本の写し又は現在事項（又は履歴事項）全部証明書の

写し（発行から３か月以内のものに限る。） 

財務諸表（直近１か年分） 

事業計画書 

水素ステーション運営及びカーシェア事業等運営を合わせてひ

とつの事業として計画されたものであること。 

実施事業者、事業目的、事業内容、実施体制、スケジュールが

記載されていること。 

※複数事業者で協業する場合、事業実施に携わる全ての事業者

を記載すること。 

水素供給設備に係る仕様書 

助成対象設備等の区分（機器費、設計費及び工事費等）が明確

に分かること。 

（水素供給設備の供給能力※、特殊な工法・工事、コスト低減、

信頼性等に関する説明を含む。また、各事業者の設計方針を示

すこと。） 

※平均的水素供給能力を示すこと。 

助成対象経費に係る見積書 
申請する設備ごとに作成又は区分けされており、助成対象経費

が明確に分かるよう注釈をつけること。 

助成対象経費に係る計画図面 
配置図、補助対象設備図、動線計画図 

各図面は助成対象設備等の種別ごとに色分けすること。 

中小事業者であることが確認

できる書類 

（実施要綱第６条第一号に係

従業員数が確認できる公的書類（現在事項（又は履歴事項）全

部証明書又は財務諸表で中小事業者であることが確認できる場

合は不要） 
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る設備を中小事業者が申請す

る場合に限る。） 

※中小事業者が実施要綱第６条第一号の申請を行う場合のみ提

出すること。 

建築物エネルギー消費性能基

準適合を確認できる書類 

所管行政庁又は登録省エネ判定機関の発行した適合判定通知書

の写し 

※実施要綱第６条第四号のうち管理事務所の建築費用の申請を

行う場合のみ提出すること。 

リース契約書案及びリース料

計算書（案） 

（リース契約を実施する場合

のみ） 

リース金額から本助成金交付額が差し引かれることが読み取れ

るものであること。 

リース期間が各助成対象設備等の処分制限期間を超える契約と

なっていること。 

その他公社が別に定めるもの  

 

別表４（第 11条関係） 

助成事業開始届に必要な添付書類 

 必要書類 

１ 工事契約書の写し（押印及び収入印紙が貼られている最終版） 

２ 

工事契約見積書の写し（複数者分） 

※随意契約の場合は、１社分のみで可。ただし、随意契約による選定理由書（第６号様

式）を提出すること。 

３ 工事工程表 

４ その他公社が別に定めるもの 

 

別表５（第 19条関係） 

実績報告に必要な添付書類 

１ 実施要綱第６条第一号及び第四号の経費の場合 

 必要書類 

１ 全体工程表及び詳細工程表 

２ 
竣工図面（平面図、断面図、立面図、縦横断図、機器配置図、電気配線図、単線結線図

等を含む。） 

３ 工事写真（工程ごとの経過写真を含む。） 

４ 請求書の写し 

５ 領収書の写し 

６ 助成対象経費内訳明細書 

７ リース契約書及びリース料計算書（リース契約を実施する場合のみ） 

８ その他公社が別に定めるもの 
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２ 実施要綱第６条第三号の経費の場合 

 必要書類 

１ 請求書等の写し 

２ 領収書の写し 

３ 
自動車検査証（初度登録（新規登録）時のものを提出すること。なお、本拠の位置の

変更があった場合は、初度登録時と現在時点のものを提出すること。） 

４ 
自家用自動車有償貸渡業許可申請書（控え） 

※カーシェア事業及びレンタカー事業の場合のみ 

５ 
自家用自動車有償貸渡業許可書（控え） 

※カーシェア事業及びレンタカー事業の場合のみ 

６ 
一般乗用旅客運送事業の許可書の写し（認可証又は証明願でも可） 

※タクシー事業及びハイヤー事業の場合のみ 

７ リース契約書及びリース料計算書（リース契約を実施する場合のみ） 

８ その他公社が別に定めるもの 

 

別表６（第 27条関係） 

取得財産等の処分制限期間 

取得財産等 処分制限期間 

水素供給設備等 

受電設備、原料ガス設備、水素製造装置、 

液化水素貯槽・気化器、 

水素燃料輸送用設備・接続装置、圧縮機、 

蓄圧器、ディスペンサー、プレクーラー、 

冷却水装置、計装空気設備・窒素設備、 

散水設備・貯水槽、 

制御・監視・検知警報設備等その他水素を燃料とし

て燃料電池自動車等に供給するために必要な設備 

管理事務所等の建築物 

８年 

車両 燃料電池自動車 ４年 

工事負担金 

敷地外の中圧ガス本支管工事に関する負担金、 

給水配管/排水配管工事に関する負担金 

電気の供給設備に関する工事費負担金 

[無形固定資産で全額償却（定額）] 

１５年 

（注）この表に定める財産以外のものの処分制限期間については、減価償却資産の耐用年数等に関

する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号）に定める期間によるものとする。 

 


